
様式第１号（第６条関係）
年　　月　　日

奈井江町中小・小規模企業振興事業承認申請書　　　

奈井江町長　様

　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　奈井江町中小・小規模企業振興事業補助金交付要綱第６条の規定により補助事業の承認を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　事業区分
□　経営自立助成金事業
□　事業承継助成事業
□　資格取得助成事業
□　経営持続助成金事業
□　新分野進出助成金事業

２　事業の着手及び完了予定年月日
（着手）　　　　　年　　月　　日
（完了）　　　　　年　　月　　日

３　添付書類
(１)　事業計画書（別紙１）
(２)　事業収支予算書（経営計画書）（別紙２）
(３)　誓約書兼同意書（別紙３）
(４)　市区町村税、使用料等の納税証明書等 
(５)　金融機関の借入れがある場合にあっては申込書の写し
(６)　事業実施設計書、工事等に係る見積書の写しその他事業予算に係る書類等
(７)　その他町長が必要と認める書類























































（別紙１）
事業計画書
１　申請者の概要等
	フリガナ
	
	生年月日
（年齢）
	年　　月　　日
（　　　　歳）

	氏　名
（代表者氏名）
	
	
	

	住所及び連絡先
	〒
	TEL
	（　　　）　　－

	
	
	E-mail
	

	現在の職業
	□会社役員　□個人事業主　□会社員　□専業主婦・主夫
□パート・アルバイト　　　□学生　　□その他（　　　　　　　　　　　）

	過去の事業経験
	□事業を経営したことはない
□事業を経営していたことがあり、現在もその事業を続けている
　（事業所名：　　　　　　　　　　事業内容：　　　　　　　　　　　　　）
□事業を経営していたことがあるが、既にその事業をやめている。
　（やめた時期：　　　年　　　月、事業内容：　　　　　　　　　　　　　）

	過去の経歴
	年　　月
	

	
	年　　月
	

	
	年　　月
	



２　事業内容
	（１）具体的な事業内容
　　　※提供する製品・商品・サービス等


	（２）事業実施（事業承継）の動機及び将来の展望

	（３）事業や経営に関する知識、経験、技術等

	（４）事業の実施体制
　　　※販売ルートの確保、地域関係者、関係機関、アドバイザー等の連携など

	（５）事業に向けた現在の準備状況と今後の予定
　　　※実施（予定）時期など





３　実施形態
	開業（事業承継）予定日
	開　　業
	　　　　年　　月　　日
	事業承継
	　　　　年　　月　　日

	屋号・法人名
	
	主たる
業種
	(日本標準産業分類)


	事業所所在地
	〒　　　－　　　


	事業形態
	□個人事業
└　□補助対象事業期間中の法人化も検討している
□法人事業（資本金：　　　　　　千円）
└　□株式会社　□有限会社　□合名会社　□合資会社　□合同会社
□そ の 他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	役員・従業員数
	　　　 名（内訳）役員　　名、常勤従業員　　名、パート・アルバイト　　名

	事業に必要な許認可・免許等
（必要な場合のみ）
	許認可等名称：
取得予定時期：



４　事業承継の概要
	承継元の氏名等
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　

	
	生年月日
	　　　　　年　　月　　日（　　歳）

	承継方法
	□親族内承継（関係：　　　）　　　　　　□親族外承継（従業員等）
□第三者承継（マッチング・Ｍ＆Ａ等）



５　補助対象経費（見込み）
（１）経営自立助成事業
	項　　　目
	内　　　容
	補助対象予定額

	①土地取得費
	面積：　　　　　　　㎡
取得予定日：　　　　年　　月　　日
	円

	②建物取得費
(附属施設含む)
	面積：　　　　　　　㎡
取得予定日：　　　　年　　月　　日
	円
円

	③建物改修費
	・
・
・
	円
円
円

	④設備取得・更新費
	機械
装置
	・
・
・
	円
円
円

	
	器具
備品
	・
・
・
	円
円
円

	
	車両
	・
・
・
	円
円
円

	
	合　　　計
	円

	⑤補助対象予定額合計（①＋②＋③＋④）
	円

	補助金交付予定額（⑤×１／２）
	円





（２）事業承継事業
	項　　目
	内　　　容
	補助対象予定額

	必要経費
	・
・
・
	円
円
円

	①補助対象予定額合計
	円

	補助金交付予定額（①×１／２）
	円



（３）資格取得助成事業
	項　　目
	内　　　容
	補助対象予定額

	資格取得
研修経費
	・
・
・
	円
円
円

	①補助対象予定額合計
	円

	補助金交付予定額（①×１／２）
	円



（４）経営持続助成事業
	項　　目
	内　　　容
	補助対象予定額

	設備
	機械
装置
	・
・
・
	円
円
円

	
	器具
備品
	・
・
・
	円
円
円

	
	車両
	・
・
・
	円
円
円

	その他
	・
・
・
	円
円
円

	①補助対象予定額合計
	円

	補助金交付予定額（①×１／２）
	円



（５）新分野進出助成事業
	項　　目
	内　　　容
	補助対象予定額

	店舗開設
経費・設備
投資
	・
・
・
	円
円
円

	①補助対象予定額合計
	円

	補助金交付予定額（①×１／２）
	円





４　資金計画
【収入】
	資　金　内　訳
	金　　額
	備　　考

	自己資金
	　円
	

	金融機関等借入金
	円
	（借入先）
・
・

	町補助金
	円
	

	国・道からの補助金等
	円
	（交付先・補助金名称）
・
・

	その他
	円
	・
・
・

	合　　　　計
	円
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【支出】
	経　費　内　訳
	金　　額
	備　　考

	補助対象経費
	　円
	

	補助対象外経費
	円
	


	合　　　　計
	円
	



　（参考）資産・負債状況確認表
	自己資金等
	種類
	明細
	金額

	
	普通預金
	
	千円

	
	定期預金
	
	千円

	
	有価証券
	
	千円

	
	
	
	千円

	
	合計
	千円

	借入金等
	借入先
	資金使途
	残存返済期間
	年間返済額
	返済残額

	
	
	
	
	千円
	千円

	
	
	
	
	千円
	千円

	
	合計
	




（別紙２）
事業収支予算書（経営計画書）

１　事業の見通し（月平均）
	
	開業当初
	２年目
	３年目
	４年目
	５年目

	①売上高
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	②売上原価（仕入）
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	③経費
	人件費
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	家賃等
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	返済金（利息含む）
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	その他
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	小　計
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	利益（①－②－③）
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円



２．具体的なスケジュール
	実施時期
	具体的な実施内容
（１に記載の売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算された根拠を含む）

	開業当初
	

	２年目
	

	３年目
	

	４年目
	

	５年目
	


























































（別紙３）
宣誓・同意書

奈井江町中小・小規模企業振興事業補助金（以下「振興事業補助金」という。）の申請に際し、次の１から４までのいずれにも宣誓し、次の５から12までのいずれにも同意します。
また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、速やかに町に振興事業補助金を返還します。

１　補助対象者の要件等の交付要件を満たしていること。
２　町に提出した申請書等に記載した申請者の情報、申請内容、証拠書類等及び申請の内容（以下「申請者の基本情報等」という。）に虚偽のないこと。
３　暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること。
	暴力団排除に関する誓約事項

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、奈井江町の中小・小規模企業振興事業補助金の申請から交付後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
１　事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
２　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
３　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者
４　事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
５　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者


４　振興事業補助金の交付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
５　申請の際に町に提出した添付資料を電磁的記録等により５年間保存すること。
６　町の求めに応じて、５で保存している情報を速やかに提出すること。
７　町が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること。
８　無資格受給(交付要件を満たさないにもかかわらず振興事業補助金を受給することをいう。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない振興事業補助金の交付を受けることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、振興事業補助金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること。
９　提出した基本情報等が振興事業補助金の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために町が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び振興事業補助金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために町が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること。
10　申請書に記載された情報について、公的機関（税務当局、警察、保健所、北海道等）の求めに応じて町が情報を提供することに同意すること。
11　奈井江町の担当者が町税、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、下水道使用料及び水道使用料等の納付状況について、申請者の情報を閲覧することに同意すること。
12　本要綱に従うこと。

令和　　年　　月　　日

奈井江町長　様

		所在地
		名称
		代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※本人が署名した場合は、押印不要です。

[bookmark: _GoBack]
